
　納入された賦課金は、主に用排水施設の維持管理費、区画整理等の工事費の償還に充てられます。納期限内に完納されますよう
お願いします。未納のままにしておくことは、賦課金を納入した組合員に対しても負担になり、迷惑をかけることになります。
　本年度の賦課金は、平成2８年５月１日現在の土地原簿記載の面積により計算され、賦課金納入通知書が発行されます。

しますので、滞納者に対しては、今まで以上に厳しく差押え及び公売を実施していきます。尚、納付が困難な方は、相談に応じま

算され、更に納入が遅れると差押え手続が進められ、最後に公売ということになりますので、ご注意ください。

　平成２７年１０月５日金木公民館大ホールにおいて、任期満了による役員選挙のため臨時総代会が開催され新総代５５名が出席
しました。議席番号３０番島谷修一総代を議長に選任し、報告事項１件、承認事項６件、議決事項２件の全議案が原案どおり可決
され、役員選挙は、理事９名、監事３名で全員の無投票当選が決定しました。その後組織会が開催され、理事長以下、次のとおり
選任されました。任期は、平成３１年１０月２１日までです。

　国営津軽北部二期土地改良事業（農業用用排水）に伴う
同意徴集について、組合員の皆様にはご理解のもと、同意
を頂き心より感謝申し上げます。また、関係地区役員及び
関係地区総代の皆様にも、ご協力頂きましたこと改めて感
謝申し上げます。
　平成２７年１１月１０日中泊町「パルナス」において、
青森県、東北農政局、県選出国会議員、関係市町議員ほか

すので賦課金係までお問い合わせ下さい。

業水利事業建設所の開所式が盛大に行われました。今後と
も組合員の皆様には、ご協力をお願いいたします。

　賦課金の納入場所は、本土地改良区事務所及び指定の金融機関となっておりますので、納期限内に完納しましょう。６月１日か

FAX 0173(52)2381 受益面積　4,072ha

http://odagawa.jp 組合員数　2,716名 

五所川原市金木町芦野210-3 土地改良区の概況

TEL 0173(53)2552 （４月１日現在）

平成28年6月1日 第５７号（１）

発 行 所 責 任 者
小田川土地改良区 理事長　鳴海義男

事項９件の全議案が原案どおり可決され、同日無事閉会しました。

　小田川土地改良区第4６回通常総代会が去る３月３０日総代現
５８名中５５名が出席し、金木公民館大ホールにおいて開催され
ました。鳴海理事長挨拶の後、東北農政局津軽土地改良建設事務
所の大平所長が来賓を代表して祝辞を述べ、議長に議席番号９番
加賀谷勝雄総代を選任し、議事が進められ、報告事項１件、議決

土地改良区関係者の皆様のご出席のもと、津軽北部二期農

　賦課金は、各施設の維持管理費、各事業の償還金に充当する重要な運営費です。未収金が多くなれば改良区の運営に支障をきた
❐滞納者の方へ

ら６月30日までに納入しますと、前納奨励金として１％交付されますが、未納金があると交付されません。
　また、賦課金を納付期限内に納入されない場合には、規定により元金百円につき、日歩５銭（年率１８．２５％）の延滞金が加

第４６回通常総代会開催 

賦課金納入時期 平成２８年６月１日から平成２８年１０月３１日まで 

臨時総代会開催 並びに新役員紹介 

賦課金通知書兼領収書の様式が変わります

同意徴集のお礼 

監事 　秋　谷　　　諭 　五所川原市金木町喜良市 新 　金木中部地区

総括監事 　大　川　新　造 　中泊町大字大沢内 再 　中里南部地区

同職務代理 　小　野　　　茂 　五所川原市大字長橋 新 　川山地区

理事 　成　田　　　稔 　中泊町大字薄市 新 　沖原・花持・中里北部２工区、滞納整理

理事 　田　中　　　満 　中泊町大字豊島 新 　中里南部地区

理事 　岡　田　一　喜 　五所川原市金木町喜良市 再 　金木中部・川倉地区、会計担当、滞納整理

理事 　濱　舘　周　一 　中泊町大字中里 再 　中里中部・中里北部１工区

理事 　松　本　和　春 　五所川原市大字下岩崎 再 　飯詰川地区

理事 　中　西　清　彦 　五所川原市金木町 再 　金木南部・金木北部・更生地区

同職務代理 　境　谷　博　顯 　五所川原市大字一野坪 再 　桃崎・川山地区

理事 　藤　森　勝　文 　五所川原市大字長富 再 　毘沙門・二の沢・三の沢・雲雀野地区、滞納整理

役  職  名 氏　　　名 住　　　　　所 新・再 各委員会担当地区

理事長 　鳴　海　義　男 　五所川原市金木町嘉瀬 再

http://odagawa.jp/


　

許可を取得し、天候など異常気象がなければ、苗代用水は４月１日から、代かき用水は５月１日から取水可能となりました。

25,694

60,395

 繰越金 539,666

 附帯事業等 5,793

7,707

15,000

　実際の水使いに当たっては、改良区事務局はじめ、地域の用排水調整委員にご尽力を頂いておりますが、水利権内での取水が行われ

るよう、組合員お一人お一人が適時適切な水管理を実施頂きますよう、引き続きお願いします。

144,772

　日頃より国営小田川二期農業水利事業の事業推進にご協力を頂いていることに対しお礼申し上げます。

　河川からの取水であるダム・頭首工等からの取水に当たっては、その量・期間について、権利（水利権）が必要であり、小田川地区

の水利権は農林水産大臣が所有し、出先機関の津軽土地改良建設事務所もその履行確認を実施しております。

9,420

 受託料 9,420

417,205

 雑収入 600

 特定資産積立外 63,875

 補助金等 72,740

 交付金等

　この水利権について、地域の営農形態の変化に対応する見直し協議を改良区事務局の協力のもと実施し、平成24年３月30日に変更

 地区管理費 14,447

 排水機場管理費 25,785

72,906
　　　　　保険料積立金 11,258,346

　　　　　長期前払保険料 839,819

単位：千円

 事務所費 6,249

0

 運営事務費 164,486

　　　　　長期未収賦課金等 21,153,149

59,980

　　　　　長期貸付金

 運営事務費 146,396

 用水施設管理費

62,979 農林漁業資金償還

　　転用決済金引当金

　　公庫資金等長期借入金

　固定負債 848,334,099

8,411,549

573,676,566

192,395,050

73,550,934

　　預り金

95,757,664

266,711

　　　　　リサイクル預託金

　流動負債 96,024,375

85,780,000

負債の部

 固定資産取得支出 659

 積立金繰出支出 36,558

 維持管理費

 負担金等 18,096

10,175
　　　地上権 3,879,070

　　その他の長期借入金

　　職員退職給付引当金

　③その他固定資産

資産合計 4,874,896,001

　　ハ　その他資産 119,091,294

2,400,000

　　ロ　特定資産 335,090,761

　　　　　有価証券及び出資金

　　　　　施設用地取得等費用 768,064

　　　　　適正化事業拠出金

　　　　　山林、宅地及びその従物 20,050,208

 工事費 99,950

 繰越金 235,310

10,685

　　　工具、器具等 1,506,146

960,000

 受託料収入 10,847

　　イ　基本財産 21,010,208

　②無形固定資産 672,154,474

 補助金 233,584

23,342

475,192,263

 雑収入 5,648

　　　受託土地改良施設使用収益権 668,275,404

 交付金 31,235

　固定資産 4,554,123,696

 特定資産運用収入 9432

 附帯事業収入 8,085

3,406,776,959

　・未収賦課金 5,008,86176

 基本財産運用収入 12

　流動資産

 農林漁業資金償還   141,587 　・現金及び預金 227,179,702

 転用決済金

 排水機場管理費　　  33,782 資産の部

　・短期未収金 88,583,742

 地区管理費　　　　  20,475 320,772,305

 用水施設管理費　　  67,380

 運営事務費　　　   145,099
摘        要 金額

単位：円
単位：千円

（２）第５７号 平成28年6月1日

平成２７年　３月３１日　調製

　　　　　職員退職給付積立金 37,500,093

　　　　　転用決済金積立金 73,550,934

　　　　　土地改良事業基金積立金 220,697,970

　　　　　国有財産長期使用料 173,700

　①有形固定資産

　　　車両運搬具 1,645,031

 工事費

 維持管理費

 適正化事業

 受託業務費

 事務所費

 運営事務費

　　　山林、宅地及びその従物 4,103,624

　　　建物及び附属設備 15,731,202

　　　所有土地改良施設 3,048,295,513

　　　土地改良施設用地等 334,548,338

　　　機械及び装置 947,105

　　未払金

 特定資産繰入

112,233

 適正化事業

 受託業務費

 特定資産積立外

 負担金

 予備費

正味財産 3,930,537,527

1,045
負債合計

142,519

944,358,474

　　適正化事業拠出金未払金 300,000

【土地改良事業収入】 

322,513 

【借入金】 

46,620 【その他】 

717,788 

収入の部 1,086,921 

財 産 目 録 

取水に関するお願い  ～津軽土地改良建設事務所より～ 

支出の部 754,693 

平成２６年度    一般会計収入支出決算総括表 

平成２８年度     一般会計収入支出予算総括表 

【一般管理費】 

152,479 

【土地改良事業費】 

152,984 

【借入金】 

288,858 

【その他】 

492,600 

【その他】 

55,313 

【一般管理費】 

   170,735 

【土地改良事業費】 

  233,043 

【借入金】 

           295,602 

  【借入金収入】 

8,538 

【その他】 

557,495 

【土地改良事業収入】     

408,399 

収入の部 974,432 

支出の部 1,086,921 



　 　

第５７号（３）

訃　報 　坂田久仁彦総代（中泊町）　平成２８年３月２３日逝去

　平成３年より小田川土地改良区総代に就任し、土地改良事業推進に尽力なされました。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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前年度比較
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△74△355 △30 △755 △3,220 △1,975△75 △360 △85

賦課種別
沖　　原

合　　　計 8,4156,290

△380

排水無

△2,750

11,025 5,985 7,490

△2,605 △2,980

三　ノ　沢　地　区

14,155

排水無

区画整理飯詰川団 体 営 団 体 営

△2,140

中里(1)
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第８号

230 184
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経

常

賦

課

金

用水施設 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795

3,595 3,595 3,595 3,595 3,595 3,5953,595 3,595 3,595 3,595 3,595 3,595

新河

⑵・⑵ 花　　持

運営事務費 3,595

（２） （３） 金木南部 毘 沙 門 中里南部 中里中部
賦課種別

事 務 費 川　　山 金木北部 （１）
運  　営 区画整理 区画整理 区画整理 区画整理 区画整理中里北部 区画整理

平成２８年　６月　１日から
納入期日

平成２８年１０月３１日まで

単位：円

平成28年6月1日

区画整理 区画整理 区画整理金木中部

⑴・⑴ ⑵・⑴

平成２８年度  地区別１０ａ当り賦課基準額 

新 総 代 紹 介 

1

小山内　　清　人

對　馬　　　　繁一野坪

19 現

福　浦 新　岡　　勝　信

54 現 〃 澤　田　　文　則

現 〃

伊　藤　　亮　司桃　崎現

38 現 〃 須　崎　　悠　悦

55 現 嘉　瀬

第３選挙区（中泊町）
議席

番号 集落名 氏　　名
議席

番号 集落名 氏　　名
議席

番号 集落名 氏　　名

第１選挙区（五所川原市） 第２選挙区（五所川原市金木町）

現28

現49

4 島　谷　　貴　史

五所川原

12 現 　〃　 葛　西　　行　則

藤　森　　光　明

漆　川

〃

現18

岩　村　　　　治

　〃　

35 現 大沢内

島　谷　　修　一 5 現 〃 松　川　　　　勉 39 現

48 元 喜良市 秋　谷　　　　諭

太　田　　美喜良 60 新 〃 山　中　　信　弘

42 現 飯　詰 柴　田　　文　仁 9 現 〃 加賀谷　　勝　雄

58 新 〃 和　島　　勇　人 27 現

現 八　幡 打　越　　晴　巳

〃 今　　　　悦　生 43 現 深郷田 天　内　　孝　信

葛　西　　正　道

46 新 下岩崎 其　田　　淳　一 47 現 宮野沢 外　﨑　　米　昭

37 現 〃 松　本　　信　彦 45 現 金　木

現 〃 新　岡　　幸　浩

櫛　引　富士太郎

現 〃 小　林　　達　英 59 現 向　町

石戸谷　　秀　一 16 現 派　立

津　島　　伸　幸

現 五　林 古　川　　一　郎

14 現 〃 松　澤　　松太郎 21

25 現 沖飯詰 秋　田　　正　彥 17 現

工　藤　　政　隆

2910 現 川山 片　山　　　　徹 22 現 〃

57 現 桜　田 笠　井　　利　治 6 新

現 毘沙門 笠　井　　正三郎 7 現

下　山　　洋　樹

3

〃 佐　藤　　勇　治 36 現 〃 外　崎　　惣一郎 2 現

現 川　倉 中　谷　　秀　八

20 現 〃藤　枝 工　藤　　文　裕

現 薄　市 小　寺　　賢　正

15 新 長　富 櫻　井　　良　一

8

松　田　　安喜夫豊　島現24

34 現 〃 藤　森　　達　雄

40 現

山　本　　孝　男

11 現

大　川　　康　悦富　野現53

下高根 野　上　　重　孝

13

31

田　中　　耕　司〃新44

現 〃 三ヶ田　　光　弘

現 〃

工　藤　　孝　喜〃現50

沢　部 白　川　　　　徹 41 現 上高根 木　村　　　　豊

佐　野　　　　一

新 尾　別 新　岡　　睦　雄

蒔　田

〃

欠　員

長　利　　弘　明豊　岡現56

欠　員

現30

田　中　　義　正

52

32

51

23



総括監事 　大　川　新　造

臨時職員 ３名

総　　代　　会

　平成２７年度事業計画など提出議案４件が原案どお
り可決されました。
（写真左）総会開会のことばを述べる理事長

（平成２８年　４月　１日）

（写真右）協議会役員による請願活動(農水省）

（写真右）西岡篤彦農政局次長(農政局)

（写真左）印藤久喜整備部長(農水省)

　平成27年12月16日・17日小田川土地改良区役員
による国営小田川二期地区土地改良事業の促進等につ
いて、青森県、農林水産省、東北農政局、県選出国会
議員へ農業農村整備対策予算の確保及び国営造成施設
の更新・整備について要請活動してまいりました。

小田川土地改良区事務所機構図

事務局
次　長

成　田　淳　一

事務局長

監事会理　　事 ９名

監　　事 ３名

総　　代 ５８名

嘱託職員 ５名

須　崎　正　輝

理事会理 事 長 　鳴　海　義　男

柳 谷　真 一 臨時職員

係　長 越 谷　勇 洋

主　事 打 越　仁 美

主　　幹

大 川　博 彦

澤　田　弘　二

金木小学校　水源の森にて
津軽森林管理署より説明

います。

機能等の多面的機能や施設を維持管理する土地改良区
の役割と存在を学習してもらい無事終了しました。
　また、身近な場所の清掃活動で環境を保護し、地域
社会の一員としての自覚を持ってもらうことを目的と

いずみ小学校　小田川ダムにて
津軽土地改良建設事務所より説明

職　　員 １６名

臨時職員 福 井　梨 乃 小 野　大 成臨時職員

嘱託職員 田 中　圭 子 嘱託職員 三 上　友 彦 棟 方 美知男 嘱託職員 小 寺 栄佐雄

主 事 補 津 島　祐 希 主 事 補 伊 藤　将 宏

嘱託職員

主　　幹

長 利　芳 樹

課長補佐

棟　方　孝　雄
課長補佐

角　田　　光

◯ 農道使用

　バスで農業施設を巡る現地学習「水の旅」を各関係
機関の協力を得ながら開催しました。
　この学習のねらいである農業施設が持つ生態系保全

　平成２７年７月２３日・２４日「国営農業水利事業
東北協議会総会」が五所川原市で開催されました。

◯　住所の変更 ※　この場合決済金がかかります。 ◯ 工事に伴う農道･水路使用

した「奉仕活動」も金木高校1年生により実施されて

沢　田　裕　子

課長補佐

桑　田　不二治

維持管理
課　　長

総務課長
(会計主任)

　　で必ず届出（資格得喪時は農業委員会許可書類等と双方の印鑑が必要）をお願いします。

　◎　土地改良施設（用排水路、農道等）を何らかの目的で使用する場合は、関係する維持管理委員会の同意を得てから
　　『他目的使用申請書』を提出し、許可を得て、使用料を納付してもらいます。

　◎　決済金、使用料、諸手数料等詳細は土地改良区賦課金係までお問い合わせください。

◯　生前一括贈与または死亡による 　◯　公共用地買収による地区除外
◯ 水路敷

　　名義変更

◯　農業者年金(経営移譲による)を
　◯　宅地等への転用

　　受ける場合

他目的使用申請書提出

◯　農地の移動(売買、賃貸借等)

（４）第５７号 平成28年6月1日

組合員の資格等に変更があったとき 農地を転用するとき 土地改良施設を利用するとき

◯ 排水放流(浄化槽処理等)

　◎　公共機関（市町、法務局等）で手続を行なっても、土地改良区に届出がなければ台帳などの修正は行われませんの

組合員資格得喪通知書提出 地区除外申請書、農地転用など
の通知及び意見書交付願提出

主　　幹

白 川　三 治

主　事 鳴 海　玄 主　事 北 川　優

工 藤　文 浩嘱託職員
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田んぼの水はどこから来て、どこへ流れていくのか 

国営農業水利事業東北協議会 

国営小田川二期地区促進協議会要請活動 


